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はじめに 

 

本市では，これまでも，最少の経費で最大の効果を挙げるために，様々な取組

を進めてきました。行財政改革もその一つです。主に予算のシーリングによる事

業費の削減を行った１９８５（昭和６０）年度の第１次行政改革以降，１９９５

（平成７）年度の第２次行政改革，１９９９（平成１１）年度からの第３次行政

改革，２００６（平成１８）年度からの行財政改革（２００５（平成１７）年度

からの集中改革プランと併せて実施），そして２０１２（平成２４）年度からの

行財政改革により，補助金の見直し，人員削減，組織の統廃合，行政評価の導入，

指定管理者制度の導入，幼稚園の再編整備，公共施設マネジメントの導入などに

取り組んできました。  

 本市を取り巻く環境は，２００８（平成２０）年のリーマンショック以降，東

日本大震災や欧州における信用不安など，度重なる社会経済情勢の変動により，

地域経済も大きな影響を受け，いまだ景気回復を実感できる状況ではありませ

ん。 

 このような現状に加えて，社会を支える働き手となる生産年齢人口が減少し

ていくことで，市税収入の確保が困難になるだけでなく，老年人口の増加による

医療や介護といった社会保障費の増大，高度経済成長期に集中的に建設された

公共建築物やインフラの老朽化への対応など，これまでの行政が経験したこと

のない課題に対応していかなければなりません。 

 そのような状況の中，新しいまちづくりの計画として，２０１６（平成２８）

年度から８年間を計画期間とする「鈴鹿市総合計画２０２３」を２０１５（平成

２７）年度に策定しています。 

 「鈴鹿市総合計画２０２３」の基本構想の「第４章 計画の効果的な推進のた

めに」では，「市民と行政の協働」や「計画の総合化などによる行政経営の効率

化」の重要性を認識し，市全体の自治力の向上に向けて，「市民参加による計画

の推進」，「行政経営システムの効率化」及び「協働によるまちづくりの推進」と

いう３つの方向性が示されています。  

 そのため，これらの方向性に沿って，横断的な視点により行政活動を見直すこ

とで，更なる自治力の向上やその持続性につながるよう，引き続き行財政改革を

進めていきます。 

 

 

 

 




